
土地収用法に基づく事業説明会の開催について土地収用法に基づく事業説明会の開催について土地収用法に基づく事業説明会の開催について土地収用法に基づく事業説明会の開催について    

    下記事業の目的・内容について下記のとおり説明会を開催します。 

◆起業者の住所及び名称 

 住所／東京都千代田区霞が関二丁目１番３号 

 名称／国土交通大臣 

◆事業の種類 

 一般国道５０６号新設工事（小禄道路・沖縄県那覇市字鏡水箕隅原内から豊見城市字名

嘉地屋無垣原地内まで）及びこれに伴う一般国道付替工事 

◆事業の施行を予定する土地の所在 

 沖縄県那覇市字鏡水箕隅原内から豊見城市字名嘉地屋無垣原地内 

◆開催日時 

 平成３１年１月３０日（水曜日） 

 午後７時から８時まで（受付開始午後６時３０分） 

◆場所 

 鏡水ふれあい会館 多目的ホール（那覇市字小禄９０９番地４） 

◆主催 

 内閣府沖縄総合事務局南部国道事務所 

◆お問い合せ先 

 〒９０0－０００１ 沖縄県那覇市港町２丁目８番１４号 

 内閣府沖縄総合事務局 南部国道事務所 用地第２課 

 ＴＥＬ ０９８－８６１－２３３６（代表） 


